
指 名 停 止 措 置 の 概 要

１ 指名停止措置業者名：北造園株式会社

（法人番号1220001002311）

業者の住所：石川県金沢市二日市町ヌ１５５番地

２ 指名停止措置期間：令和６年４月１７日から

令和６年７月１６日まで

３ 指名停止措置の範囲：近畿中部防衛局管轄区域

（近畿２府４県、北陸３県、東海３県）

４ 事実概要： 北造園株式会社は、令和４年５月３１日を審査基準日とす

る経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申

請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注

者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたこと

が、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとして、令和

５年１２月２８日付で石川県知事から監督処分（営業停止３

０日間）を受けた。

５ 指名停止措置理由： 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等

の措置要領」付表第２第１３号（建設業法違反行為）

に該当するため。

指名停止措置要領付表第２第１３号「抜粋」

措 置 要 件 期 間

（建設業法違反行為）

１３ 対象区域内において、建設業法の規定に違 当該認定をした日から

反し、工事の請負契約の相手方として不適当で

あると認められるとき（次号に掲げる場合を除 １月以上９月以内

く。）。


